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疑義解釈資料の送付について（その６）

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成26年厚生労働省告示第57

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項

について」（平成26年3月5日保医発0305第3号）等により、平成26年4月1日よ

り実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会

資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。



医科 - 1

〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係

【在宅患者訪問診療料】

（問１）在宅患者訪問診療料 2を算定する場合に記載する「別紙様式 14」について、
「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式 14 のとおりの内容が記載された
症状詳記を添付すること。」とあるが、平成 26年 4月診療分から添付すること
となるのか。

（答）在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、

「疑義解釈資料の送付について（その4）」（平成26年4月23日付事務連絡）にお

いて、①診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可

能であること、②当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様

式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、

診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。

「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであ

るが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添

付を省略してもやむを得ないものである。


